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義のキャッシュカードと
運転免許証など顔写真付
きの身分証明書を持って
国保年金課窓口へお越し
ください。

保険料の納付で困ったら　　　　
国保年金課・長寿支援課へ相談を
　連絡せずに保険料を滞納し続けると、厳しい
措置が取られます。市では、保険料の納付に関
する相談を行っていますので、納付が難しいと
きは国保年金課、長寿支援課にご相談ください。
　なお、国保年金課では、平日に相談できない
人のために、月に１度、毎月最終日曜日に納付
相談を行っています。日時が変わることもあり
ますので、事前にご確認ください。

保険料には軽減措置があります
　国保、後期のいずれにも、所得が少ない世帯
には保険料を軽減する制度があります。26年度
から軽減措置が拡充されました。２ページ下の
表でご確認ください。
　軽減を受けるためには、公的年金以外の収入
について、世帯全員の申告が必要です。収入が
ない人も市県民税の申告を行ってください。

　　狂犬病は人にも感染します
　狂犬病は、人を含むすべてのほ乳類がかかる
感染症で、世界のほとんどの地域で発生してい
ます。発症すると治療法がなく、発症後３～５
日でほぼ100パーセント死亡します。
　現在、国内における狂犬病は発生していませ
んが、今後海外から侵入する危険性もあります。
そのため、狂犬病予防注射を受けさせるなど、
日頃からの予防が大切です。

　　登録と狂犬病予防注射は　　
　　飼い主の義務です
　生後91日以上の犬には、狂犬病予防法で次の
ことが義務付けられています。違反すると20万
円以下の罰金の対象になります。
■犬の登録（一生に１回）　犬の登録は、どこの
地域に何頭の犬がいるかがわかり、狂犬病が発
生したときにまん延を防ぐ第一歩となります。
生後91日以上の犬を飼い始めたら、市への登録
の届け出を行ってください。登録すると「鑑札」
が交付され、毎年４月に行う集合注射の案内は
がきが届くようになります。
　また、登録した犬が死亡したときや、住所が
変わったときにも、届け出が必要です。
■狂犬病予防注射（毎年１回）　狂犬病予防注射
は、犬が狂犬病にかかることを予防し、人への
感染も防ぎます。予防注
射を受けたら、市で手続
きを行い「注射済票」の
交付を受けてください。
■鑑札と注射済票を犬に
つける　犬の首輪などに
「鑑札」と「注射済票」を
つけましょう。犬が迷子
になったときに、番号か
ら飼い主を調べられます。

　　登録と注射済票の申請は　　
　　市役所または各支所で
　登録と注射済票の申請は一緒にできます。動
物病院で予防注射を受け、動物病院発行の注射
済証明書、手数料（登録3,000円、注射済票交付
申請550円）を市役所健康福祉課または各支所へ
お持ちください。登録が済んでいて、注射済票の
申請のみの場合は、案内はがきもお持ちください。
　市では、毎年４月に市内各所で集合注射を行
っています。集合注射会場では、狂犬病予防注
射と登録・注射済票の申請を一緒に済ませるこ
とができます。日程などは、広報やちよ、市ホ
ームページ、自治会回覧でお知らせします。

　　千葉県動物愛護センターで　
　　しつけ方教室などを実施
　いずれも、千葉県動物愛護センター 0476-93
-5711（富里市御料709-1）で行っています。
①犬のしつけ方教室（予約制）　基礎講座／７月
30日㈬・８月20日㈬午後１時～２時30分。各回先
着30組。受講料無料。実技講座／７月31日㈭・８
月21日㈭午前９時30分～11時30分。各回先着30組。
受講料3,000円
②パピークラス（予約制）　子犬の飼い方・しつ
け方を学びます。受講料無料。７月26日㈯、８月
23日㈯、９月27日㈯。時間は応相談
③一般譲渡会　センターの成犬を譲渡します。
７月24日㈭・８月28日㈭・９月25日㈭午後１時
30分～３時（受け付けは午後１時から）
④飼い主さがしの会（予約制）　犬をほしい人
とあげたい人の出会いの場。７月13日㈰・８月
10日㈰・９月７日㈰　犬を欲しい人／午前９時
30分～11時。犬をあげたい人／午前10時～11時
⑤親子体験教室（予約制）　親子で犬のしつけに
チャレンジ。８月６日㈬・７日㈭・13日㈬・14日㈭
小学４年～６年生の子と保護者対象。各回５組
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国保財政は危機的な状況です
一人ひとりが医療費の節約を
●かかりつけ医を持ちましょう　大きな病院で
は精密な診断が受けられますが、長時間待たさ
れることもあります。気軽に何でも相談できる
「かかりつけ医」を持ち、日頃から自分の健康を
チェックしましょう。大病の兆候に早く気づい
て治療に取り組むことができ、早期の回復や医
療費の節約につながります。
●はしご受診はやめましょう　同じような症状
で何軒もの医療機関にかかると、初診料や診察
料が必要以上にかかるばかりか、似たような薬
を同時に服用することになり、かえって体調を
崩すこともあります。転々と病院を替えるはし
ご受診はやめましょう。

犬の登録と狂犬病予防注射をお忘れなく
　犬を飼い始めたら、飼い主は犬の登録を行い、狂犬病
予防注射を受けさせなければなりません。犬を飼うこと
は、その犬の一生について責任を持つことです。愛犬の
命や健康を守り、お互いが気持ちよく暮らすために、ルー
ルとマナーを守り、正しく飼いましょう。

【問い合わせ】健康福祉課 483-1151（代表）
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この特集のお問い合わせは
483-1151（代表）へ

【国民健康保険】国保年金課
【後期高齢者医療制度】長寿支援課


